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仕様書 

 

１ 件名   

ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２４における出展ブース企画運営業務委託 

 

２ 契約期間 

令和６年４月１日から令和６年１２月３１日まで 

 

３ 履行場所  

公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。）が指定する場所 

 

４ 目的 

新型コロナウイルス収束後の観光需要喚起と海外からの訪日旅行増加を見据え、これまで十

分知られていなかった東京の魅力を効果的かつ積極的に発信し、地域への誘客拡大を図ること

で、地域の活性化につなげる。 

 

５ 「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２４」の概要 

会 期：令和６年９月２６日（木）～２９日（日） 

９月２６日（木）、２７日（金） 商談会：業界・プレス向け 

９月２８日（土）、２９日（日） 展示会：一般来場者向け 

会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3丁目 10番 1号） 

主 催：公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）、 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 

事務局：ツーリズムＥＸＰＯジャパン推進室 

 

６ 出展ブースの規格等 

（１）出展スペース数は、東京ビッグサイト東展示棟内の１５スペース（１３５㎡、１スペース

は３ｍ×３ｍ）とする。なお、出展ブースの詳細な規格等については、令和６年６月中旬頃

にツーリズムＥＸＰＯジャパン推進室（以下「推進室」という。）が開催する出展者説明会

で指示される事項に従うこと。 

（２）なお、１５スペースのうち、２スペースは商談専用スペースとし、展示会においても、必

要に応じて商談を実施すること。 

（３）出展スペースに加え、保管倉庫やスタッフルーム等で使用するレンタルルーム（１部屋３

ｍ×３ｍ×２．７ｍ（高さ）×２部屋のパネルで囲われた空間）を設置する。 

（４）ブース出展スペース料及びレンタルルーム料については別途、東京都（以下「都」という。）

が支払うため、本委託契約金額には含まれない。 

（５）商談会と展示会は同一ブースを活用すること（商談会終了後、転換作業実施）。 
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７ 委託内容 

（１）事業実施体制の構築 

ア 常時速やかに連絡・調整が可能な事務局を設置し、委託業務を円滑に遂行すること。ま

た、当該事務局内に展示会部門と商談会部門を設置するとともに、それぞれに責任者を設

置して、企画・運営を行うこと。 

イ 本委託契約締結後、速やかに詳細なスケジュールや実施内容等を記載した事業計画書を

作成し、財団の承認を得ること。 

ウ 事業の実施にあたっては、実施体制の整備、実施業務の詳細について、財団に協議・報

告・提案を行いながら進めること。財団と定期的に打合せを行い、打合せ後速やかに議事

録を作成し、提出すること。 

エ 都及び財団が発信するプレスリリースについて、資料作成や掲載する画像・写真等の提

供をその都度行うこと。 

 

（２）展示会の企画 

 ツーリズムＥＸＰＯジャパンの来場者層をふまえて出展ブースを企画すること。ブースの企

画にあたっては、以下の点に留意すること。 

ア 「東京の夜を楽しむ」という一貫したテーマのもと、東京の２３区・多摩・島しょ地域

の多様な魅力を積極的にＰＲし、各地域への来訪意欲を喚起する展示内容であること。 

企画にあたっては、２３区の大都会で楽しむ夜と多摩・島しょの大自然で楽しむ夜、どち

らの魅力も伝わる内容とすること。その際は、以下の企画要素３つの中から、複数抽出し、

下記イの企画コンテンツに取り入れること。企画の際は、旅行者目線に立ち、老若男女が楽

しめる健全な内容とすること。 

なお、ブース全体の装飾は、ダークトーンを基調とし、夜を想起させるデザインとするこ

と。 

  【企画要素（構成要素の例）】 

① 景色（例：夜景・ライトアップ・星空等） 

② 文化（例：祭り、花火、江戸情緒、食文化等） 

③ アクティビティ（例：エンターテインメント、アート、キャンプ、自然等） 

イ コンテンツの企画にあたっては、上記アのテーマや企画要素をもとに、少なくとも以下

（ア）～（エ）を盛り込んだ参加者体験型のブースとなるよう留意すること。また、都内

の各観光協会や観光事業者と密に連携し、魅力の発信とブースへの効果的な誘引を図るこ

と。その際は、必要に応じて地元スタッフ等を招聘すること。なお、参加者の試飲・試食

料及び体験料は無料とし、招聘に係る謝金等は本委託契約金額に含めること。 

（ア） 試飲試食の実施 

都内の各地域ならではの特色あるグルメや地酒等について試飲・試食を提供するとと

もに、来場者が試飲・試食できる飲食店や屋台をイメージさせる装飾を施したスペース

をブース内に設けること。提供品は、訴求力のある品を選定し、ブースへの誘引につな

げること。また、産地や製造過程を紹介する等、食を通じた地域の魅力発信を行うこと。 

なお、試飲については、ノンアルコールの飲料も用意し、来場者が選択できるように
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すること。 

また、試飲試食等の実施に必要な手洗い場や冷蔵庫等の必要設備を設けること。 

（イ） ワークショップの実施 

都内各地域の特色ある観光資源を活用したワークショップを実施すること。企画にあ

たっては、地域の観光関連事業者等と密に連携し、老若男女が参加できる内容、旅行先

候補としてのきっかけとなるような内容とすること。 

（ウ） ステージプログラムの実施 

東京の魅力を発信するステージプログラムを実施すること。プログラムには、クイズ

大会やじゃんけん大会等の来場者参加型の要素を入れること。また、必要に応じて、都

内特産品等の景品を配布すること。 

（エ） 東京の夜の楽しみ方の展示 

  都内各地の写真や映像等を活用し、２３区と多摩・島しょの夜の楽しみ方を対比させ

ながら、視覚的に伝わるような展示を作成すること。その際は、上記アで抽出した企画

要素と関連付けながら、東京のナイトタイム観光の魅力が伝わる展示とすること。 

ウ 上記イ（ア）ついては、商談日においても規模を縮小して実施し、フリーバイヤーの誘

引に努めること。 

エ 都や各自治体・観光協会等が発行するパンフレット等を設置及び配布し、都内の観光ス

ポットや観光資源等の魅力を効果的にＰＲすること。設置・配布するパンフレットについ

ては、財団と協議のうえ、決定する。 

オ 企画にあたっては、受託者の責任において、権利関係の確認・調整等を十分に実施する

こと。 

 

（３）展示会の運営 

ア 開催期間中の出展ブースの管理・運営を行うこと。 

  イ 推進室が提示する出展要項や運営対策を遵守すること。 

ウ 会場の規模や業務量に応じ、適当な数の会場スタッフを設けること。また、来場者に地

域の観光ＰＲが十分に行えるように、会場スタッフに事前教育を行うこと。 

エ 都内で活動する観光関連団体等と連携して運営すること。 

オ 英語対応が可能な会場スタッフを各日最低１人は配置し、常時対応できる体制を整える

こと。また、必要に応じて通訳を行うこと。 

カ ブーステーマに合わせた会場スタッフ共通のユニフォームや法被を用意し、会場スタッ

フ全員に着用させること。 

キ ブースへの来場を効果的に促すよう、都内特産品等を活用したオリジナルノベルティを

用意すること。ノベルティは、以下（８）のアンケート回答者等へ配布すること。 

ク  パンフレットやノベルティの配布等を円滑に行うため、必要に応じてバックヤードをブ

ース内に設けるなど、保管場所等について配慮すること。 

ケ ブース出展に係る賠償責任保険、傷害保険に加入すること。なお、本委託契約の運営・

管理等に対して適用可能な他のイベント保険に既に加入している場合はこの限りではない。 

 



 4 

（４）商談会の企画 

  セラーとして商談会に参加する都内観光協会及び都内観光関連事業者のＰＲ内容を把握する

とともに、バイヤーのニーズを的確に捉え、商談会の企画・運営を行うこと。なお、期間中の

想定商談数は１００件以上とする。 

ア 都内観光協会及び都内観光関連事業者等に対して、商談会参加を募集すること。募集方

法や募集数については財団と協議の上、決定すること。また、必要に応じて、募集用のチ

ラシ等を作成すること。 

イ セラーとして商談に参加する団体のＰＲ内容やニーズを把握し、適切な商談相手の選定、

ＰＲ内容の再構築、商談用資料のフォーマットの提供や作成後の商談資料の見直しを行う

等、商談参加団体と密に連携して支援を行うこと。 

ウ バイヤーとなる国内外の旅行業者やメディア各社に対し、事前に営業活動等を行い、よ

り多くの商談が成立するよう事前調整を行うこと。 

エ 推進室が用意するアポイントシステム（令和６年７月開始予定）では、出展１スペース

あたり商談会参加枠が２枠付与されるため 、都の出展ブースに対しては、最大３０枠の設

定が可能である。都内観光協会や都内観光関連事業者等へ参加意向を確認の上、現地商談

用・オンライン商談用のスペースを必要数配置すること。 

オ なお、商談のマッチングにあたっては、受託者による事前調整により、上記のアポイン

トシステムを使用することなく、商談を確約することが可能な場合は、必ずしも使用する

必要はない。 

カ 事前調整の結果、展示会日においてのみマッチングが可能な商談に関しては、上記６（２）

の商談専用スペースを活用して実施すること。 

 

（５） 商談会の運営 

ア 都内各地域の旅行商品の商談等が行えるよう、ブース内に商談スペース（現地商談用・

オンライン商談用）を設けること。 

イ 商談会では、オンライン商談用のスペース（机、椅子、仕切り等）、機器（パソコン、マ

イク、カメラ等）や通信環境等を準備すること。また、オンライン商談の実施がない場合

であっても、現地商談でインターネットが使用できるようＷｉ－Ｆｉ環境を整備すること。 

ウ 本番前にオンライン商談システムの使用方法をフォローする等、参加団体が円滑に商談

を実施するための準備を行うこと。 

エ 商談当日は現地商談参加団体を適宜サポートし、進行管理を行うこと。進行管理につい

て、商談受付窓口を設け、商談日当日の商談マッチングも管理できるよう進行管理体制を

構築すること。また、オンライン商談の参加団体に関しても常時対応できる体制を整える

こと。 

オ 商談終了後、商談結果を取りまとめ、参加団体に対して振り返りを実施すること。 

  

（６）出展ブースのＰＲ 

  ア ブースの企画内容を効果的にＰＲするため、財団のＨＰ等に掲載用の広報用バナー画像

及びページ原稿を作成すること。バナー画像は以下の５枚を最低限作成すること。広報用
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バナー画像のデザインは、ブースデザインと関連させ、来訪意欲を促す内容とすること。 

① ブースのイメージ、概要 

② 試飲試食に関する情報、スケジュール 

③ ワークショップに関する情報、スケジュール 

④ ステージプログラムに関する情報、スケジュール 

⑤ 東京の夜の楽しみ方の展示に関する情報 

  イ その他、出展に係る広報活動等、来場者向けに出展ブースのＰＲを行い、ブースへの来

場を促すこと。 

 

（７）イベントの企画及び運営にあたっての留意事項 

ア 企画及び運営にあたっては、都内の観光関連団体と幅広く密に連携を図り、観光関連団

体の意向や東京の魅力などの情報収集を行うこと。 

イ ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２４出展要項等に従い、イベント当日までの準備（各

種申請手続等）並びにブースの設営及び撤去を行うこと。 

ウ 感染症の感染拡大、天変地異や政治状況の劇的な変化等により、推進室等により運営体

制の見直しを図ることがある。 

 

（８）アンケートの実施と効果測定 

ア 本事業の成果について、ブースの来場者、出展関係者、商談参加団体や商談の相手方に

対しアンケート等を実施し、結果をとりまとめること。アンケートの実施にあたっては、

事業目的に鑑み、本事業の効果検証が行えるよう設問設計を工夫し、事前に財団の承認を

得た上で実施すること。なお、アンケートは、非接触でも回収できる手法とすること。ブ

ース来場者に対するアンケートの想定件数は、商談会１００件（各日５０件）、展示会４０

０件（各日２００件）とする。 

  イ 次年度の事業に資するよう、来場者及び参加団体等へ実施するアンケートやヒアリング

内容等を分析すること。 

 

（９）記録及び報告書の作成 

   会期中、適宜写真撮影等を行い、後日効果測定結果を含む報告書をまとめること。 

 

８ 実施結果報告 

本事業の実施結果について、報告書（製本した成果物３部及び電子データ１部）を財団に提

出すること。 

 

９ 第三者委託の禁止 

本事業は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、

財団の承諾を得た事項についてはこの限りでない。 

 

１０ 秘密の保持 
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受託者は、第９の規定により財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らし

てはならない。本委託契約終了後も同様とする。第９の規定により財団が承認した再委託先に

ついても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。 

 

１１ 著作権等の取扱い 

本委託契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

（１）受託者は、納入物のうち本事業の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法（昭

和４５年法律第４８号）第２章第３節第２款に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）

を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ財団の承諾を得

た場合はこの限りでない。 

（２）（１）の規定は、受託者の従業員、第９の規定により再委託された場合の再委託先又はそれ

らの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

（３）（１）及び（２）の規定については、財団が必要と判断する限りにおいて、本委託契約終了

後も継続する。 

（４）受託者は、納入物に係る著作権法第２章第３節第３款に規定する権利（以下「著作権」と

いう。）を、財団に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著

作物で受託者が本委託契約締結以前から有していたか、又は受託者が本事業以外の目的で作

成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を財

団に許諾するものとし、財団は、これを本事業の納入物の運用その他の利用のために必要な

範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三

者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条

件が定められている場合は、財団はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 

（５）（４）は、著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利の譲渡も含む。 

（６）本事業の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途

協議の上定める。 

（７） 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場

合、財団の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。 

 

１２ 委託事項・関係法令の遵守 

本委託契約の履行に当たっては、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。 

 

１３ 個人情報の保護等 

（１）「東京都個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」

**を踏まえ、「個人情報に関する特記仕様」***に定められた事項を遵守すること。 

*「東京都個人情報取扱事務要綱」 

https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_jimuto

riyoukou.pdf  

**「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」

https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_annzen

https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_jimutoriyoukou.pdf
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_jimutoriyoukou.pdf
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_annzenkannrikijunimeji.pdf
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kannrikijunimeji.pdf 

  ***「個人情報に関する特記仕様」 

https://www.tcvb.or.jp/jp/kojinjoho_tokkishiyo_0122.doc 

（２）「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観

光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、サイバーセキュリティの確保に取

り組むこと。 

また、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たっ

て以下の事項を遵守しなければならない。 

ア アクセスを許可する情報に係る事項 

受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に

財団から承認を得ること。 

イ システム要件に係る事項 

受託者は本事業に係るシステム及びネットワークの保守に必要な不正プログラム対策、不

正アクセス対策等を行うものとし、使用するソフトウェア（ＯＳ、ミドルウェア、データベ

ース、ウィルス対策ソフト等）は、委託期間において、常に最新のセキュリティパッチを適

用すること。 

ウ 受託者は、都又は財団が実施するセキュリティ診断（リスク評価、脆弱性診断、改ざん

検知等）に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途財団と受託者で協

議し決定する。 

（３）本件において取り扱う個人情報について、特に以下の事項に留意すること。 

ア 本事業を通じて得た関係者等の氏名/連絡先/メールアドレス など 

イ 当財団職員を含め、本事業の遂行の関係者の氏名/メールアドレス など 

ウ 他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報（IPアドレスなど）も同システムに

格納されている場合においては、同様に個人情報とみなす。 

（４）本事業の遂行にあたり第９の規定により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者

においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「個人情報に関する特記

仕様」にある事項を遵守させること。 

また、以下のいずれかを取得している事業者（あるいは今後取得予定である事業者）であ

ることが望ましい。 

ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運用する ISMS適合性評価制度にお

ける ISO/IEC27001 と同程度の認証  

イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）の認定するプライバシーマー クと同

程度の認証 

 

１４ 支払方法 

本委託契約代金の支払いは、委託完了後の財団担当者による検査終了後、受託者からの支払

請求書に基づき３０日以内に一括で支払うものとする。 

 

１５ その他 

https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/documents/20230401_annzenkannrikijunimeji.pdf
https://www.tcvb.or.jp/jp/kojinjoho_tokkishiyo_0122.doc
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（１）本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、財団と事前に協議の上、

実施すること。不明な点があれば、下記の担当者まで連絡すること。 

（２）本委託契約にかかる費用は、特に本仕様書に記載のあるものを除き、すべて本委託契約金

額に含むものとする。 

（３）財団は必要に応じて本委託契約に係る情報（受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額

等）を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。 

（４）本仕様書に定める委託内容の最終的な履行にあたっては財団と協議のもと進めること。 

（５） 本委託契約は、令和６年度東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、

令和６年度財団収支予算が令和６年３月３１日までに財団評議員会で承認された場合にお

いて、令和６年４月１日に確定するものとする。 

 

１６ 連絡先及び納品先 

  公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課 

  〒１６２－０８０１ 東京都新宿区山吹町３４６番地６ 日新ビル２階 

  電話：（０３）５５７９－２６８２  

 


